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小城市業務委託等条件付一般競争入札実施要領 

（目的） 

第１条 この要領は、小城市が発注する業務委託等において実施する条

件付一般競争入札に関して、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

(１) 業務委託等 建設関連業務及びその他の業務（製造、賃貸借、

役務の提供、維持管理等の業務等）並びに賃貸借に係る物品の約定

をいう。 

(２) 条件付一般競争入札 一般競争入札のうち、地方自治法施行令

（昭和22年政令第16号）第167条の５の２の規定による事業所の所

在地又はその者の当該契約に係る納入実績等に関する資格を定め、

入札前に当該資格を有する不特定多数の者の競争参加資格審査を行

い、入札参加資格を有する旨の入札参加資格確認通知を受けた者に

よる入札の結果に基づき落札決定する入札方法をいう。 

（対象案件） 

第３条 条件付一般競争入札は、予定価格が5,000万円以上の業務委託

等において実施できるものとする。ただし、特に必要と認める場合

は、この限りでない。 

２ 単価契約による場合は、予定価格に予定数量を乗じて得た額が、前

項に規定する額以上の場合を対象とする。 

（入札参加資格） 

第４条 入札に参加できる者（以下「入札参加者」という。）は、次の

各号に掲げる要件を満たし、かつ、第６条第２項に規定する当該入札

参加資格を有する旨の通知を受けた者とする。 

(１) 地方自治法施行令第167条の４第１項の規定に該当する者でな
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いこと。 

(２) 次条の規定による入札参加資格確認申請書（様式第１号）（以

下「申請書」という。）の提出期限の日から開札の日までの間にお

いて、指名停止を受けていない者であること。 

(３) 申請書の提出期限の日以前６箇月から開札の日までの間、金融

機関等において、不渡手形等を出していない者であること。 

(４) 開札の日までに、会社更生法（平成14年法律第154号）又は民

事再生法（平成11年法律第225号）の規定に基づく更正又は再生手

続の申立てがなされた者でないこと。 

(５) 当該業務委託等の他の入札参加資格者と資本面又は人事面にお

いて、強い関連がある者でないこと。 

(６) 小城市暴力団排除条例（平成24年小城市条例第８号）第２条第

４号に規定する暴力団等でないこと。 

２ 市長は、業務委託等の種類又は性質により、次の各号に掲げる事項

を入札参加に必要な要件とすることができる。 

(１) 当該業務委託等と同程度の履行実績があること。 

(２) その他市長が必要と認める事項 

（入札参加資格確認申請） 

第５条 入札参加資格の確認を受けようとする者（以下「申請者」とい

う。）は、入札公告の日の翌日から起算して10日（小城市の休日に関

する条例（平成17年小城市条例第２号）第１条に規定する市の休日及

び８月13日から８月15日までの期間（以下「休日」という。）を含ま

ない。）以内に申請書及び次の各号に掲げる添付書類を各１部提出す

るものとする。 

(１) 同種業務委託等の実績調書（様式第２号） 

(２) その他市長が必要と認めるもの 

（入札参加資格の確認） 



3 

第６条 前条の規定により申請書を提出した申請者の入札参加資格は、

小城市入札者指名等審査委員会（以下「委員会」という。）に諮り決

定するものとする。 

２ 前項の規定により入札参加資格を確認した場合は、その旨を速やか

に、入札参加資格確認通知書（様式第３号）により申請者に通知する

ものとする。 

（入札参加資格の喪失） 

第７条 前条の規定により入札参加資格を有する旨の確認を受けた者

が、その後資格要件を満たさなくなったとき、又は申請書に虚偽の記

載をしたことが判明したときは、入札に参加できないものとする。 

（入札公告） 

第８条 入札公告は、入札参加資格等を小城市ホームページ（以下「公

告」という。）に登載して行わなければならない。 

２ 前項の公告は、委員会に諮り決定するものとする。 

（入札説明書等の公表） 

第９条 入札説明書、提出資料作成要領、切抜設計書、図面のほか入札

参加者の見積りに必要な情報は、公告後速やかに公表するものとす

る。 

（入札説明書に対する質問及び回答） 

第１０条 申請者は、前条の規定により公表している情報の内容につい

て、申請書の提出期限の日の翌日から起算して７日（休日を含まな

い。）以内に書面又は電子メールにより質問をすることができる。 

２ 質問に対する回答は、速やかに行うものとする。 

（見積期間） 

第１１条 入札参加者の見積りに要する期間は、申請書の提出期限の日

の翌日から起算して15日以上（休日を含まない。）設定することとす

る。ただし、第９条に規定する入札説明書等の公表が公告後速やかに
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行われていない場合は、この限りでない。 

（苦情処理） 

第１２条 入札参加資格の確認等、条件付一般競争入札の手続に関し異

議がある者は、事実を知り得た日の翌日から起算して５日（休日を含

まない。）以内に書面により、市長に理由説明を求めることができ

る。 

２ 市長は、前項により説明を求められたときは、説明を求めることが

できる最終日の翌日から起算して５日（休日を含まない。）以内に入

札参加資格確認等説明書（様式第４号）により回答するものとする。 

３ 前項の理由説明に不服がある者は、書面を受理した日の翌日から起

算して７日（休日を含まない。）以内に書面により、委員会に苦情申

立てを行うことができる。 

４ 前項による苦情申立てが行われた場合には、入札又は契約の中止、

解除等が行われる場合がある。 

   附 則 

 この要領は、令和４年１月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和６年６月３日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係） 

 

入札参加資格確認申請書 

 

  年  月  日  

 

小城市長     様 

 

                 所 在 地 

                 商号又は名称 

                 代 表 者 氏 名             

 

 貴市発注の●●●●●●●●●●●●●●●の入札に参加したいので、下記資料を

添えて申請します。 

 なお、この申請書及び提出資料のすべての記載事項は事実と相違ないこと及び下記

の事項のいずれにも該当しない者であることを誓約いたします。 

 また、この申請に係る業務委託等の契約の相手方となった場合において、下記の５

の事項に該当する者を取引の相手方としていた場合においては、市からの求めに応

じ、当該取引契約等を解除することを誓約いたします。 

 この誓約が虚偽であり、又は、この申請書の提出日からこの申請に係る業務委託等

の完了までの将来において、この誓約に反したことにより当方が不利益を被ることに

なっても、異議は一切申し立てません。 

 また、市が必要な場合には、下記の５の事項に関して佐賀県警察本部に照会するこ

とを承諾します。 

 

記 

 

 

１ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定に該当する者 

２ 会社更生法（平成14年法律第154号）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に

基づき更正手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者 

３ 入札参加資格確認申請書提出期限日以前の６か月前から現在までの間に、金融機

関等において手形又は小切手の不渡りを出した者 

４ 本業務委託等の他の入札参加資格確認申請者と資本面又は人事面において強い関

連がある者 

５ 小城市暴力団排除条例（平成24年小城市条例第８号）第２条第４号に規定する暴

力団等 

 

○提出資料 

１ 同種同程度の業務委託等の実績を記載した書面（様式第２号） 

２ その他市長が必要と認めるもの 
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様式第２号（第５条関係） 

 

業務委託等の実績調書 

 

会社名                

 

 

業

務 

名

称 

等 

 

件 名  

発 注 機 関 名  

履 行 場 所 

（都道府県・市町

村名等） 

 

契 約 金 額  

業 務 期 間    年  月  日 ～     年  月  日 

 

 

 

 

履

行

の

概

要 

 

 

 

 

 

 

注） 契約書の写し等の業務委託等の実績が確認できる資料を添付すること。ただ

し、契約内容に変更がある場合は、変更内容が確認できる資料を添付すること。 

   実績がない場合は、「該当なし」と記載すること。 
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様式第３号（第６条関係） 

第     号  

  年  月  日  

 

商号又は名称 

代表者氏名           様 

 

小城市長  

 

入札参加資格確認通知書 

 

 先に申請のあった下記の業務委託等に係わる入札参加資格について、下記のとおり

確認したので通知します。 

 

記 

 

１ 件 名         年度  

２ 納 入 場 所    小城市役所○○○部○○○課 

３ 入 札 日 時        年  月  日（ ）  時  分 

４ 入 札 場 所    小城市役所 ○館○階○-○会議室 

５ 入札参加資格の有無    有 ・ 無 

６ 入札参加資格が無いと認めた理由     

７ 入札の方法    条件付一般競争入札 

８ 入札保証金    小城市財務規則第85条第１項第２号の規定により免除 

９ 契約保証金    契約金額の100分の10以上を納付 

            （ただし、小城市財務規則第104条第２項の規定に該当する

場合は免除） 

10 予 定 価 格    非公表 

11 最低制限価格    

12 前 払 金     

13 部 分 払     

14 そ の 他 

 ① 入札を辞退する場合は、別に定める入札辞退届を提出すること。なお、入札を

辞退した者は、これを理由として以後の入札参加に不利益な扱いを受けることは

ない。 

 ② 設計図書に関する質問は、発注者側の回答期間・回答後の入札参加者の見積期

間を考慮し、 年  月  日（  ）までとする。なお、質問事項に対する

回答は入札参加者すべてに行う。 

 ③ 入札参加資格が無いと認めた理由に不服がある場合は、当該理由について説明

を求めることができる。説明を求める場合は、 年  月  日（  ）までに

小城市役所○○○部○○○課○○○係にその旨を記載した書面を提出すること。 

 ④ 入札心得については、小城市ホームページ（http：//www.city.ogi.lg.jp）に

掲載しているので、確認すること。 
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様式第４号（第12条関係） 

第     号  

  年  月  日  

 

商号又は名称 

代表者氏名           様 

 

小城市長  

 

 

入札参加資格確認等説明書 

 

 

  年  月  日付けで提出された下記業務委託等の入札等に対する異議に対

し、下記のとおり説明します。 

 

記 

 

 

件   名  

説 明 内 容 

 

 

 

 

 

なお、この説明に不服がある場合は、小城市業務委託等購入条件付一般競争入札実

施要領第12条第３項の規定により、苦情申立てを行うことができます。 

苦情申立てを行う場合は、    年  月  日（  ）までに小城市役所○○

○部○○○課○○○係に苦情申立書（任意様式）を持参により提出してください。 

なお、苦情申立てについては、小城市入札者指名等審査委員会において審議されま

す。 

 

 


